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実践研修にあたり、ご講義賜り、あり
がとうございました
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皆様のおかげで無事研修
終了いたしました。

これからも

よろしくお願いします。



講座・会議 開催日程 カリキュラム／内容等 備考

基礎研修
令和3年
7～9月

・市民後見概論
・対象者理解（高齢者・障がい者）
・成年後見制度概論/総論

全15講オンラインと
選択試験・作文

実践研修
（８日間）

令和3年
10～12月

・成年後見人等の実務（申立て～書類作成等）
・関係制度、地域の制度施行等の取組現状
・家庭裁判所の役割・見学
・体験実習（高齢/障がい施設）フィールドワーク
・課題演習（事例報告と検討）
・修了試験（選択・論述）

体験実習については
代替講義

修了認定
審査会

令和4年
1月

・委員による審査
（修了試験（選択・論述） 、出欠状況・講義姿勢・
態度、及びグループワーク等状況）

法人後見サ
ポーター登録
説明会／面談

令和4年
3月

・修了証書授与
・サポーター活動の説明
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令和３年度の養成状況：第３期



39.3% 42.1% 17.8%
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実践研修アンケート結果

57.5% 40.4%

1.2%

0.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

理解度

よく理解できた 普通 あまり理解できなかった 未記入



項目 合計 第１期生 第２期生 第３期生

①基礎研修
（神奈川県社協）

3回 H28年度 H30年度 R3年度

②実践研修 3回 H29年度 H31年度 R3年度

③実践研修受講者 27名 8名 3名 16名

④修了認定者 20名 5名 3名 12名

⑤法人後見サポーター登録 7名 4名 3名 12名登録手続き中

⑥法人後見バンク登録 7名 4名 3名 R4年度下半期予定

⑦受任（市民後見人として活
動中）

2名 2名 0名 -

⑧備考 令和２年度受任
3/29に１名受任調
整会議予定
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本市の市民後見人養成の状況



項目 日程 内容等

法人後見サポーター兼
生活支援員

令和４年
４月～

・法人後見の支援同行
・生活支援員研修（県社協主催）
・日常生活自立支援事業
あんしんセンター生活支援員としての活動支援
利用者支援（実務）

市民後見人
バンク登録

令和４年
10月～

・面接と意向確認

受任に向けた支援
案件が出た際、
随時

・受任調整会議
・推薦
・審判後のフォロー

フォローアップ・バックアッ
プ

令和4年
４月～

・次スライド
市民後見人候補者のフォローアップとバックアップについて

法人後見サポーター登録
更新／面談

令和５年
3月

・年度の振り返り、更新意向確認
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今後の予定



市民後見人候補者のフォローアップ
とバックアップについて

・市民後見人養成講座の一部開放

・修了者情報交換会

・名簿登載者研修

・法人後見サポーター研修

・成年後見支援ネットワーク勉強会に出席

・後進の育成

・職員による相談

・専門職への相談

・職員への定期的な報告

・受任している方のケース会議への出席



市民後見人について

制度の波及効果

財産管理

生活課題

身上監護（見守り）

意思決定

地域資源

関係者

多

困難・複雑

定例的

客観的

フォーマル中心

関係者

多

困難・複雑

定例的

客観的

フォーマル中心

地域住民

少

軽易

日常的

細やか・客観的

ｲﾝﾌｫｰﾏﾙ活用

近親者

少

軽易

日常的（毎日）

主観的

フォーマル中心

専門職後見 法人後見 市民後見

第三者後見

親族後見

本人とのコミュニケー
ションや見守り活動の
頻度

本人を取り巻く生活の
状況と成年後見人等の
業務の関係

成年後見人等の活動
が周囲に与える影響

受けているサービス内
容の確認や余暇等へ
の関わり

取り扱う財産の多寡

本人の支援に当たって
のサービスの選択

市社協

地域福祉8



〇養成期間

・基礎研修、実践研修を２年度→単年度実施

・実務研修～バンク登録 従前の１年度より短縮

〇受任調整について

・日常生活自立支援事業からの移行案件

・法人後見からの辞任・選任案件

・市長申立案件

・士業のみなさまからの辞任・選任案件

〇今後学んでいった方が良いことについて

・実践の中での経験談（医療同意、死後事務、施設等との関係）
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今後の方向性と課題



 みんながつながるちがさきの地域福祉プラン２

 基本目標３「支え合う」

 重点的な取り組み

 成年後見制度の普及・利用促進

 関係機関等との連携による

本人を中心としたチーム支援

今後の展開等
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「みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン２」と一体
的に策定

成年後見制度利用促進基本計画



引き続きよろしくお願いします
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権利擁護推進のため
には、地域の皆さまと
連携をはかることがと
ても重要です。

これからよろしくお願
いします。


